
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業
者が対象となり得る
2021年11月～2022年3月のいずれかの月の売
上高が、2018年11月～2021年3月までの間の
任意の同じ月の売上高と比較して50％以上又は
30％以上50%未満減少した事業者

　新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約
により大きな影響を受け、自らの事業判断によらずに対象月の売上が基準月と
比べて50％以上又は30%以上50%未満減少している必要があります。

　「一時支援金又は月次支援金を既に受給された方」、「一時支援金及び月次支援金
を受給していないが継続支援関係がある方」は申請ステップの一部を省略できます。

HPで登録確認機関を検
索し、メールまたは電話
で事前確認を予約

継続支援関係の登録確
認機関にメールまたは電
話で、事前確認を予約

1. 履歴事項全部証明書（法人）又は本人確認書類（個人）
2. 確定申告書類の控え  3. 対象月の売上台帳等
4. 振込先の通帳　　　  5. 宣誓・同意書

6. 基準月の売上に係る帳簿
7. 基準月の売上に係る１取引分
の請求書・領収書等

8. 基準月の売上に係る通帳等
※対象月の該当性の判断や給付額の算定に当たっては、事業収入として、新型コロナウイルス感
染症対策として国又は地方公共団体による支援施策により得た給付金、補助金、助成金等（持
続化給付金や家賃支援給付金、一時支援金、月次支援金、JLODlive補助金、地方公共団体に
よる休業や営業時間短縮の要請等に応じた者への協力金等）が含まれる場合は、算定上、その
額を除いた金額を用います。ただし、対象月中に地方公共団体による休業や営業時間短縮の要
請等に応じており、その協力金等を受給する場合は、算定上、受給した協力金等の額のうち「対
象月中に時短要請等に応じた分」に相当する額を対象月の月間事業収入に加えます。

①国や地方自治体による、自社への休業・
時短営業やイベント等の延期・中止そ
の他のコロナ対策の要請に伴う、自ら
の財・サービスの個人消費の機会の減
少
②国や地方自治体による要請以外で、コ
ロナ禍を理由として顧客・取引先が行
う休業・時短営業やイベント等の延期・
中止に伴う、自らの財・サービスの個
人消費の機会の減少
③消費者の外出・移動の自粛や、新しい
生活様式への移行に伴う、自らの財・
サービスの個人需要の減少
④海外の都市封鎖その他のコロナ関連規
制に伴う、自らの財・サービスの海外
現地需要の減少
⑤コロナ関連の渡航制限等による海外渡
航者や訪日渡航者の減少に伴う、自ら
の財・サービスの個人消費機会の減少
⑥顧客・取引先※が①～⑤又は⑦～⑨の
いずれかの影響を受けたことに伴う、
自らの財・サービスへの発注の減少
　※顧客・取引先には他社を介在した間接的な

顧客・取引先を含む

⑦コロナ禍を理由とした供給減少や流通制
限に伴う、自らの財・サービスの提供に
業務上不可欠な財・サービスの調達難
⑧国や地方自治体による休業・時短営業
やイベント等の延期・中止その他のコ
ロナ対策の要請に伴う、自らの財・サー
ビスの提供に業務上不可欠な取引や商
談機会の制約
⑨国や地方自治体による就業に関するコ
ロナ対策の要請に伴う、自らの財・サー
ビスの提供に業務上不可欠な就業者の
就業制約
※新型コロナウイルス感染症の影響とは関係のな
い以下の場合等は、給付要件を満たしません。

 • 実際に事業収入が減少したわけではないにも
関わらず、通常事業収入を得られない時期（事
業活動に季節性があるケース（例：夏場の海水
浴場）における繁忙期や農産物の出荷時期以外
など）を対象月とすることにより、算定上の売
上が減少している場合

 • 売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調
整により売上が減少している場合

 • 要請等に基づかない自主的な休業や営業時間
の短縮、商材の変更、法人成り又は事業承継
の直後などで単に営業日数が少ないこと等に
より売上が減少している場合 等

　生地は丹後ちりめんのシボをイメージして抹茶で
彩り、あんこ＆生クリームを巻きました。和と洋の
コラボとして最強に美味しいです。ちょっと手土産
に、カットロール、冷凍ロールもご用意しております。

登録確認機関として、
商工会員を対象に事
前確認手続を行って
おります。（対面のみ）
本支援金はWEBでの
電子申請となるため、
電子申請が困難な商
工会員を対象に申請
サポートを行ってお
ります。

※1、※2の詳細は、
当会HPをご確認
いただくか、本
支所までお問い
合わせください。
　

事 業 復 活 支 援 金

　11月26日に審査会が開催され、2021
年度<11月の部>の受賞商品が決定しま
した。
　本コンテストには、日本全国から114
商品の応募があり、総勢44名の流通関係
者等によって厳正な審査が行われた結
果、当会員のビオ・ラビッツ株式会社様
の「京都ケーク・サレ」（自社栽培の有機
野菜をたっぷり使用した、小麦・砂糖不
使用の栄養野菜パン）が優れた特産品と
して、審査員特別賞に選定されました。

　現在、京丹後市商工会で
は、「丹後ちりめんロール®」
と称したロールケーキの販
売促進支援を実施展開中
です。今回、新たに事業趣
旨に賛同し、当該商品を開
発販売していただける事業
者をご紹介いたします。

「丹後ちりめんロール®」とは、
丹後ちりめんの反物をモチーフ
にしたロールケーキで、当地域
で製造・販売可能なお菓子等
製造販売業者が使用できる商品
名です。

「丹後ちりめんロール®」を開発販売して
くださる賛同店を募集しています。
ぜひ、下記までお問い合わせください。

【buyer’s room（バイヤーズルーム）とは】
　地域の資源・技術の活用、商工会の協力のもとに
開発された特産品の普及や中小・小規模事業者の
販路開拓を支援することを目的に全国商工会連合
会が実施しているビジネスマッチング型コンテスト
事業です。

事業復活支援金事務局
TEL.0120-789-140　【HP】https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

お問合先

　新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の
減少又は供給の制約により、 大きな影響を受け、自らの事業
判断によらず売上が大きく減少している中堅企業、中小企
業その他の法人等及びフリーランスを含む個人事業者等に
対して、2021年11月から2022年3月までの期間（以下「対
象期間」という。）における影響を緩和して、事業の継続及
び立て直しのための取組を支援するため、事業全般に広く
使える支援金を迅速かつ公正に給付するものです。
　以下のポイント1、2を満たす事業者は、業種や所在地を
問わず給付対象となり得ます。

ビジネスマッチング型コンテスト「buyer’s room 2021（11月の部）」にて
「京都ケーク・サレ」が審査員特別賞を受賞！

京丹後市商工会　経営発達支援計画推進室
TEL.0772-62-0342お問合先 京丹後市商工会　経営支援課

TEL.0772-62-0342お問合先

一時支援金及び
月次支援金を
申請IDの発番 事務局HPから申請IDを発番

継続支援関係に当たる登録確認機関が
な い 方 あ る 方

受給していない方 既に受給した方

【buyer’s room公式HP】https://buyers-room.com/

【ビオ・ラビッツ株式会社HP】
https://tentoumushi-batake.com/ 

給付対象について

新型コロナウイルス感染症の影響

需要の減少による影響とは 供給の制約による影響とは

申 請 フ ロ ー

申 請 書 類

ポイント1

ポイント2

事 前 確 認
【※1】【※1】

【※1】【※1】

【※2】【※2】

申　請【※2】【※2】

TV会議/対面により、 
事前確認

TV会議/対面/電話により、
簡略化された事前確認

マイページから申請
申請書類1～8を添付

マイページから申請
申請書類1～5を添付

マイページから申請
申請書類1～5を添付

✚

省
　
　
略

当会における対応

「丹後ちりめんロールⓇ」を当地域の特産品へ‼「丹後ちりめんロールⓇ」を
当地域の特産品へ‼ ～当地域だからこそ使用できる

　  ローカルブランド名として
　　歴史や文化もあわせて発信する～

うどん＆手作りケーキのお店
Honobonoかふぇ
網野町網野255
Tel. 080-8946-1355
10:00～18:00
日曜・木曜定休

　商工会では、物産展や商
談会などの情報提供や出展
支援を実施しています。
　随時FAXかメールにて
ご案内いたしますので、
ご希望の場合は
お申し出くださ
い。
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2022京丹後市商工会だより
協働・共感で響きあう　まちづくりをＬＥＡＤする　京丹後市商工会
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